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※記入例については、あくまで弊社の理解によるものです。詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。



取引日:　　　2025/01/02～2025/12/31

MATRIX TRADER

0000007

●●●太郎   様

関東財務局長（金商）第238号

JFX株式会社

〒 104-0041

東京都中央区
新富１－１２－７

営業所名　　　　　：本店

担当部署　　　　　：業務部

電話番号　　　　　：03-5541-6401

メールアドレス　　：info@jfx.co.jp

合計：

キャンペーン 0

損益計算書

右記取引期間内のお取引内容をご報告申し上げます。
記載内容をご確認のうえ、万一、内容に相違または疑義が認められる場合には、右記の弊社担当部署まで速やかにご連絡ください。

お客様名称　　：

お客様番号　　：

商品　　　　　：

■取引の種類：店頭外国為替証拠金取引　■証拠金を預託すべき相手方：当社

通貨ペア 売買損益 スワップ損益 手数料 通貨別期間損益

USD/JPY 150,000 170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0

EUR/JPY 0

GBP/JPY 0

AUD/JPY 0

NZD/JPY 0

CAD/JPY 0

EUR/USD 0

GBP/USD 0

EUR/GBP 0

AUD/USD 0

NZD/USD 0

USD/CAD 0

0

0

調整金： 0 0 0 0

1,800,000 200,000 0 2,000,000あ い う



※令和７年分以後の基礎控除の金額は、 居住者でない場合、 58 万円が最高額となります。

※令和６年分以前の基礎控除の金額は、 国税庁の HP でご確認ください。

【基礎控除の金額】

合計所得金額

基礎控除の金額

(令和7年分、令和8年分)

132万円以下
132万円超

336万円以下

336万円超

489万円以下

489万円超

655万円以下

655万円

2,350万円以下

2,350万円超

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下
2,500万円超

95万円 88万円 68万円 63万円 58万円 32万円 16万円 0 円48万円

●●●　太郎

● ● ● 　 タ ロ ウ東京都中央区新富●丁目▲番地 ×× 号

6 0 0 0 0 0 0

4 7 8 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 7 8 7 0 0

4 7 8 7 0 0

1 0 0 5 2

4 8 8 7 5 2

3 0 6 34 3 6 0 0 0 0

4 3 6 0 0 0 0

8 4 2 7 0 0

7 5 0 0 0

1 5 9 7 7 0 0

6 8

1 5 9 7 7 0 0

5

1 8 2 4 0 0

3 0 6 3 0 0

6

11

12

7

13

1

2

合計所得金額に応

じた  基礎控除の金

額  を記入

32

第三表の 94

記入例①
源泉徴収票から転記

0 0 0 0 0 0 0

52

　   の金額50

45

（1 円未満切捨て )

       478,700 × 2.1%

＝10,052

44

50

（100 円未満切捨て )

        488,752 -     182,400

=306,352⇒306,300

46 49

21 24~
控除対象の扶養家族 ・

特定親族、 配偶者特別

控除があれば記入

25



1

2

3

●●●　太郎

給料・賞与給与

5

6,000,000 182,400

7 842,700源泉徴収票のとおり

8
240,000

60,000

182,400

●●株式会社

東京都中央区新富●丁目▲番地 ×× 号

●●●　タロウ

4 6

源泉徴収票の項目

と同じ箇所に金額

を転記

●●● 花子

源泉徴収票に名前

の記載があっても

⑩が無の場合には

記入しない

源泉徴収票の⑩が

有の場合、 配偶者

（花子） の該当項

目を記入

9

記入例①
源泉徴収票から転記



課税される所得金額

税率

控除額

5%

0円

195 万円未満

10%

97,500 円

195 万円以上～
330 万円未満

20%

427,500 円

330 万円以上～
695 万円未満

23%

636,000 円

695 万円以上～
900 万円未満

33%

1,536,000 円

900 万円以上～
1,800 万円未満

1,800 万円以上～
4,000 万円未満

40%

2,796,000 円

45%

4,796,000 円

4,000万円以上～

【所得税の税率】

0

0

1

75

先物取引に係る

雑所得等の金額

の計算明細書の

　  の合計を転

記する

12

78

1,000 円未満切捨て

12 30ー

83

の金額を転記75

2

2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 7 8 7 0 0

3 0 0 0 0 0

4 7 8 7 0 0う

4 3 6 0 0 0 011

1 5 9 7 7 0 0

2 7 6 2

2 0 0 0

12

86

　   の金額を

所得税の税率 に

あてはめると

2,762,000 円の場合

2,762,000 円 ×10%

-97,500=178,700 円

となる。

78

91

　   の金額に

15% をかける

2,000,000 円 ×15%

=300,000 円

※1 円未満切捨て

83

98 99

損失の繰越がな

いので 0 を記入

記入例①
損益計算書、 源泉徴収票から転記

●●●　太郎
● ● ● 　 タ ロ ウ

東京都中央区新富●丁目▲番地 ×× 号



記入例①
損益計算書から転記

外国為替証拠金取引

仕切

1,800,000

200,000

2,000,000

1,800,000

200,000

2,000,000

2,000,000 2,000,000

あ

い

う

2

●●●　太郎
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